
交通企画課
令和３年12月発行

● 県内の交通事故発生状況（令和３年１１月末）
※ 前年同期比の数値を（ ）内に記載しています。

熊本県警察

発生件数 死者数 負傷者数

熊本県内の交通事故発生状況 ２，８４９件(＋４件） ３５人（-７人） ３，５０７人（-８７人）

上記のうち、
自転車が関係した交通事故

４２９件（＋３９件） ５人（±０人） ４３０人（＋３７人）

「中学生」が乗車する自転車
が関係した交通事故

３６件（＋２件） 0人（±0人） ３７人（＋１人）

「高校生」が乗車する自転車
が関係した交通事故

９６件（＋１７件） 0人（±0人） ９８人（＋１６人）

（車道）

（歩道）

歩道を通行するときは、
車道寄りの部分をすぐに停止
できるような速度で通行！

※普通自転車の基準
車体の長さ190cm以内、幅60cm以内など

☆原則、自転車は を通行！

普通自転車は次のときに歩道を通行できる。
① 道路標識等により歩道を通行できるとされているとき
② 運転者が１３歳未満、70歳以上の者、車道通行に支障がある
身体障がい者のとき

③ 車道又は交通の状況に照らして、歩道通行がやむを得ないとき

もし歩行者とぶつかったら・・・

想像してみましょう“加害者”となった自分“を

危険又は迷惑な走行してませんか？


